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幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
10
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

問 

幼
児
課（
☎
６
５
ー
８
６
０
７
）

　
人
格
形
成
の
基
礎
を
培
う
幼
児
教
育
の
重
要
性

や
、
幼
児
教
育
の
負
担
軽
減
を
図
る
少
子
化
対
策
の

一
つ
と
し
て
、
10
月
か
ら
保
育
料
の
無
償
化
が
始
ま

り
ま
す
。

【
対
象
者
】

○
３
～
５
歳
児(

所
得
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
世
帯)

○
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
～
２
歳
児

【
対
象
施
設
サ
ー
ビ
ス
】

　
次
の
施
設
の
利
用
料
が
無
償
と
な
り
ま
す
。

○�

認
可
保
育
施
設(

幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も

園)

○�

認
可
外
保
育
施
設
、
一
時
預
か
り
、
病
児
保
育
施

設
、フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

○�

延
長
保
育
、
給
食
費
、
バ
ス
代
、
そ
の
他
園
が
定
め

る
実
費
徴
収
分
は
引
き
続
き
保
護
者
の
負
担
と

な
り
ま
す
。

○�

３
～
５
歳
児
の
こ
れ
ま
で
保
育
料
の
一
部
に
含

ま
れ
て
い
た
副
食
費
は
、
保
育
料
と
は
区
別
し
て

10
月
か
ら
も
徴
収
し
ま
す
。

○�

複
数
の
サ
ー
ビ
ス
が
同
時
に
利
用
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
詳
細
は
下
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○�

利
用
さ
れ
る
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
、
事
前

に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
多
子
世
帯
軽
減
施
策
に
つ
い
て
】

　
現
在
、
市
が
実
施
し
て
い
る
認
可
保
育
施
設(

幼

稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園)

保
育
料
の
多
子

世
帯
軽
減
施
策(

第
２
子
半
額
、
第
３
子
以
降
無
償)

に
つ
い
て
は
、
10
月
以
降
も
引
き
続
き
実
施
し
ま

す
。

【
副
食
費
の
減
免
に
つ
い
て
】

　
年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
の
世
帯
は
す
べ
て

免
除
し
ま
す
。
ま
た
、
年
収
３
６
０
万
円
相
当
以
上

の
世
帯
は
、
第
２
子
半
額
免
除
、
第
３
子
以
降
は
全

額
免
除
し
ま
す
。

※
認
可
保
育
施
設
に
限
る
。

問
合
せ
・
申
請
先

　
幼
児
課〈
本
庁
舎
５
階
〉

　
☎
６
５
―
８
６
０
７

※「施設等利用給付認定」の申請とは
　無償化によりできた新しい認定です。無償化の対

象となるためには、右記の「保育を必要とする事由」の

いずれかに該当し、事前に「保育の必要性の認定」を受

ける必要があります。ただし、認可保育施設の入所申

込の際、保育所および認定こども園（長時部）への入所

を希望したにもかかわらず入所できていない人は、新

たに申請する必要はありません。

○保育を必要とする事由

　就労、妊娠・出産、保護者の疾病・しょうがい、同居

親族等の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学　

※事由により申請に必要な添付書類が異なります。

○無償化制度の概要と手続き

０〜２歳児 ３〜５歳児

保育所
認定こども園
(長時部)

住民税非課税世帯のみ無償
手続き不要
他のサービスとの併用は不可

無償
手続き不要
他のサービスとの併用は不可

幼稚園
認定こども園
(短時部)

無償
手続き不要

一時預かり等を利用する場合は月額11,300円
まで無償
※「施設等利用給付認定」の申請が必要です。

認可外保育施
設等

住民税非課税世帯のみ月額42,000円まで無償
※「施設等利用給付認定」の申請が必要です。

月額37,000円まで無償
※「施設等利用給付認定」の申請が必要です。

▲市ホームページ

市
公
共
施
設
の
指
定
管
理
者
を

募
集
し
ま
す

全
国
家
計
構
造
調
査
の
お
知
ら
せ

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の

購
入
引
換
券
を
発
送
し
ま
す

問 

行
政
経
営
改
革
課（
☎
６
５
ー
６
７
０
２
）

問 

情
報
政
策
課（
☎
６
５
ー
６
５
４
２
）

問 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室（
☎
６
５
ー
６
５
２
８)

　
指
定
管
理
者
と
し
て
、
令
和
２
年
４
月
か
ら
施
設
の
管
理

を
し
て
い
た
だ
け
る
法
人
や
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
す
る
施
設
】

①
長
浜
伊
香
ツ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ(

木
之
本
町
西
山)

②
妙
理
の
里(

余
呉
町
菅
並)

③�

高
月
駅
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
関
連
施
設(

高
月
町
落

川
等)

【
募
集
要
項
の
配
布
】

　
９
月
４
日(

水)

～
10
月
９
日(

水)

の
期
間
に
左
記
担
当
課

で
配
布
し
ま
す
。

　
※
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分

　
※�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

【
申
請
書
類
の
提
出
】

　
10
月
３
日(

木)

～
９
日(

水)

の
期
間
に
直
接
担
当
課
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
先
】

　
①
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課〈
本
庁
舎
３
階
〉

　
　
☎
６
５
―
８
７
８
７

　
②
農
業
振
興
課〈
本
庁
舎
２
階
〉

　
　
☎
６
５
―
６
５
２
２

　
③
都
市
計
画
課〈
本
庁
舎
２
階
〉

　
　
☎
６
５
―
６
５
６
２

　
10
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
、
総
務
省
に
よ
り
「
全
国
家

計
構
造
調
査
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
家
計
に
お
け
る
消
費
、
所
得
、
資
産
等
の

実
態
を
全
国
的
お
よ
び
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
り
、
調
査
の
結
果
は
、
公
的
年
金
の
年

金
額
の
検
討
、
介
護
保
険
料
の
算
定
、
税
制
改
正
に
伴
う

政
策
効
果
の
予
測
な
ど
、
重
要
な
政
策
の
資
料
と
し
て
利

用
さ
れ
ま
す
。

　
調
査
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
世
帯
に
は
、
９
月
以
降
、

統
計
調
査
員
が
訪
問
し
調
査
書
類
を
配
布
し
ま
す
。
調

査
の
主
旨
・
必
要
性
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
調
査
は
統
計
法
に
基
づ
く
基
幹
統
計
調
査

で
、
調
査
結
果
を
統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は

固
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
税
金
の
徴
収
等
に
使
わ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　

　
市
で
は
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
９
月
末
か
ら
販
売
し
ま
す
。

購
入
に
は
、市
が
発
行
す
る「
購
入
引
換
券
」が
必
要
で
す
。

【
購
入
引
換
券
の
送
付
時
期
】

○
子
育
て
世
帯

　
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
人
数
分
の
「
購
入
引
換
券
」
を
次
の
と

お
り
対
象
世
帯
へ
送
付
し
ま
す
。
※
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
対
象
と
な
る
子
の
生
年
月
日
が
、

①�

平
成
28
年
４
月
２
日
～
令
和
元
年
７
月
31
日
生
ま
れ
の
場
合

は
、９
月
中
旬
～
下
旬

②�

令
和
元
年
８
月
１
日
～
令
和
９
月
30
日
生
ま
れ
の
場
合
は
、
10

月
下
旬

○
住
民
税
非
課
税
の
人

　
購
入
引
換
券
の
交
付
申
請
の
あ
っ
た
人
に
対
し
、
交
付
・
不
交

付
を
決
定
し
、
交
付
の
場
合
に
は
９
月
中
旬
以
降
、
順
次
送
付
し

ま
す
。
対
象
と
な
る
人
に
は
す
で
に
市
か
ら
購
入
引
換
券
の
交

付
申
請
に
必
要
な
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
申
請
が
ま
だ
の

人
は
、早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

商
品
券
の
販
売
場
所
等
、
詳
し
く
は
広
報
紙
で
随
時
お
知
ら
せ

す
る
ほ
か
、購
入
引
換
券
の
送
付
時
に
ご
案
内
し
ま
す
。

問
合
せ

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
務
室

　〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
２
８

▲市ホームページ


